
令和5年2月9日

都道府県、

各 保健所設置市 衛生主管部（局） 御中

特 別 区
< ノ

厚生労働省医薬-生活衛生局医薬品審査管理課

「ニボルマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライン（非小 

細胞肺癌；悪性黒色腫、頭頸部癌、腎細胞癌、古典的ホジキンリンパ腫、 

胃癌、悪性胸膜中皮腫、高頻度マイクロサテライト不安定性（MS I- 
H i g h）を有する結腸・直腸癌、食道癌、原発不明癌及び尿路上皮癌） 

の一部改正について」の一•部訂正について

令和4年5月26日付け薬生薬審発0526第5号厚生労働省医薬・生活衛生局 

医薬品審査管理課長通知「ニボルマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガ 

イドライン（非小細胞肺癌、悪性黒色腫、頭頸部癌、腎細胞癌、古典的ホジキ 

ンリンパ腫、胃癌、悪性胸膜中皮腫、高頻度マイクロサテライト不安定性（M 
S I-H i g h）を有する結腸*直腸癌、食道癌、原発不明癌及び尿路上皮癌） 

の一部改正について」の別添参考11の一部に誤りがありましたので、下記のと 

おり訂正します。本訂正後の「ニボルマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推 

進ガイドライン（尿路上皮癌）」は、本事務連絡の別添参考のとおりです。

なお、本事務連絡の写しについて、別記の関係団体宛てに発出するので、念 

のため申し添えます。

記

（訂正箇所）

別添参考11「ニボルマブ（遺伝子組換え）製剤の最適使用推進ガイドライン（尿 

路上皮癌）」5項中の図2並びに6項中の図3及び図4のAt risk数について、 

本剤群の数値をプラセボ群の数値として、プラセボ群の数値を本剤群の数値と 

して記載していたため、本剤群とプラセボ群の数値を入れ替える。

以上



 

 

 

別記 

 

公益社団法人 日本医師会 

日本医学会 

一般社団法人 日本癌治療学会 

公益社団法人 日本臨床腫瘍学会 

一般社団法人 日本臨床内科医会 

一般社団法人 日本泌尿器科学会 

一般社団法人 日本内科学会 

公益社団法人 日本薬剤師会 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 

一般社団法人 日本臨床腫瘍薬学会 

小野薬品工業株式会社 

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 

各地方厚生局 

 

 


